
 

サ ー ビ ス 名 通常払込み 

ご 利 用 
いただける方 

●個人及び法人その他団体 

送 金 方 法 

●ゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局の貯金窓口でお申込みください。 
ゆうちょ銀行のＡＴＭ（払込み機能のあるものに限ります。）でもご利用いただけ
ます。 
※ＡＴＭ等での1日当たりの利用上限額は、対象となる利用の合計で50万円（通常払
込みの場合、料金を含みます。）です。窓口又はＡＴＭ（ＡＴＭにおいては引き
下げる変更に限ります。）で1日当たりの利用上限額を、1万円単位で次のように
変更できます。（ただし①≧②≧③） 

①生体認証を行う取扱い 0円～1,000万円 ＩＣキャッシュカード
対応ＡＴＭ等 ②生体認証を行わない取扱い 0円～ 200万円 

③ＩＣキャッシュカード非対応ＡＴＭ等での取扱い 0円～ 200万円 

また、1日当たりの利用上限回数（0～999回）の設定もできます。 
 なお、対象となる利用は、ゆうちょ銀行のＡＴＭでの通帳又はキャッシュカードに
よる払戻し及び送金、デビットカードのご利用並びに提携金融機関のＡＴＭ・ＣＤ
での払戻しです。 
おって、1日当たりの利用上限額を100万円超と設定していても、デビットカードの
ご利用における1回当たりの利用上限額は100万円となります。 
※ＡＴＭでは、次のご送金はお取扱いいたしません。（国又は地方公共団体へのご
送金は除きます。） 

  ・10万円を超える現金によるご送金 
  ・本人確認がお済みでない口座からの10万円を超えるご送金 
  

料 金 

●払込料金 

払込金額 3万円未満 3万円以上 

窓 口 
120円 
＜110円＞ 

330円 
＜320円＞ 

料 金

ＡＴＭ 
 80円 
＜ 70円＞ 

290円 
＜280円＞ 

※＜ ＞内は、振替ＭＴサービスをご利用の場合の料金です。 

※目の不自由なお客さまがご本人名義の通常払込み（Pay-easy（ペイジー）マークの
付いた帳票も含みます。）をされる場合、身体障害者手帳を窓口でご提示いただけ
れば、窓口でもＡＴМ利用料金が適用されます。ただし、次の場合は除きます。 
 ・代理人からの請求によるご送金 
 ・ＡＴＭ非設置店舗（払込機能付ＡＴＭ非設置店舗も含みます。）の窓口からの
ご送金 

 ・お受取人が料金をご負担する場合のご送金 
※お受取人がご負担する場合を除き、ご送金人にご負担いただきます。 
※料金には消費税（地方消費税を含みます。）が含まれています。 

そ の 他 

●総合口座への通常払込みはできません。 
●ご加入者があらかじめ指定したゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局に
おいて自己の振替口座に払込みをする場合の料金は無料です。 
●ご利用の際には、ご本人であることを確認できる公的書類のご提示をお願いする場
合があります。 
●この取扱いには、払込み規定その他関係規定が適用されます。 
●詳しくは、ゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局の貯金窓口におたずね
ください。また、ゆうちょコールセンターでも、商品・サービスに関するお問い合
わせ・ご相談を承っております。  

ゆうちょコールセンター 

電 話 
0120-108420（通話料無料） 
※携帯電話・PHS 等からも通話料無料でご利用いただけます 
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります 

受付時間 
平日 8:30～21:00 
土・日・休日 9:00～17:00（12/31～1/3は、9:00～17:00） 

   

平成23年5月6日現在 


